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「財務応援Ai 企業会計」Ver.2.00で予定されている対応内容についてご案内致します。 

尚、商品リリースの際、機能等が若干変更される可能性がありますので、予めご了承ください。 

1．データの利用について 

データ移行バージョン・・・Ver.1.10以降  

上記のバージョンからデータ移行が可能です。 

 

●従来バージョンとのデータ互換性 
財務応援 Ai 企業会計 Ver.2.00のデータは、従来バージョンのデータと互換性がありません。 （バックアッ

プ/リストアやファイル変換ツールでやり取りすることはできません） 

バージョンアップを行うと、従来のバージョンのデータが自動的に Ver.2.00用にコンバートされます。 

Ver2.00 用にコンバートされたデータは、Ver.2.00 より前のバージョンがインストールされている PC に
戻すことはできません。 

●ブランチとのデータ互換性 
財務応援 Ai ブランチとの連動を行っている場合で、財務応援 Ai 企業会計を Ver.2.00にバージョンアップ

する場合は、ブランチについても、Ver2.00にバージョンアップする必要があります。 

２．会社法の内容 

●株式会社と有限会社を株式会社に統合  
従来、取締役の人数制限や取締役会・監査役の設置義務がないといった有限会社にしか認められて

いなかった規則が株式会社でも認められるようになり、会社類型が株式会社に統一されます。会社

法施行以降は有限会社の設立はできません。  
なお、既存の有限会社については、特例有限会社制度により、従来の有限会社の商号を維持できる

措置が定められています。 

■システムでの変更はありません。 

●最低資本金規制の撤廃  
現行の最低資本金制度（株式会社は1,000万円、有限会社は300万円以上）が廃止されます。 

■システムでの変更はありません。 

●会社機関設計の柔軟化  
取締役の人数や取締役会、監査役、会計監査役の設置の有無など、会社規模に応じた機関設計がで

きるようになります。株式譲渡制限会社であれば、取締役が1名の株式会社とすることもできます。

※株式譲渡制限会社とは、すべての株式の譲渡について、会社の承認が必要であることを定款に定

めている株式会社 

■システムでの変更はありません。 

●会計参与制度の創設 
中小企業の会計監査は監査役が担当していましたが、名前だけの監査役が設置されているケースが

多く、決算書等の信頼性の確保が課題となっていました。 

そのため、会社法では中小企業における決算書の信頼性向上を目的として、会計専門家が取締役と

共同で計算書類の作成・説明・開示等を行う「会計参与制度」が導入されます。(設置は任意) 

なお、会計参与や会計の専門家である税理士（税理士法人含む）、公認会計士（監査法人含む）の

みが就任できますが、会社または子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人等との兼任はでき

ません。顧問税理士が会計参与になることはできます。 

■システムでの変更はありません。 

｢財務応援Ai 企業会計｣ 新会社法対応版 概要(Ｖｅｒ.2.00) 

概要のバージョンの表記について 

「Ver.1.10」のように小数点以下 2 桁目は省

略して記載しています。正確なバージョンはシ

ステム起動後のタイトルバーに表示されたバー

ジョンで確認できます。 
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●計算書類の改正  
 (1).貸借対照表の変更 

「資本の部」が「純資産の部」に変更されます。また、内容が以下のように変更されます。 

従来の様式  新様式  
資  本  の  部    純  資  産  の  部  

  ［株 主 資 本］  
【資 本 金】  【資 本 金】 
【新 株 式 払 込 金】   【新  株  式  申  込  証  拠  金】 
【新  株  式  申  込  証  拠  金】   
【資 本 剰 余 金】  【資 本 剰 余 金】 

資本準備金   資本準備金  
（その他資本剰余金）   （その他資本剰余金）  
資本金等減少差益   
自己株式処分差益   

【利 益 剰 余 金】  【利 益 剰 余 金】 
利益準備金   利益準備金  
  （その他利益剰余金）  
その他法定準備金  その他法定準備金 
退職給付積立金  退職給付積立金 
任意積立金   任意積立金  
別途積立金   別途積立金  
当期未処分利益  繰越利益剰余金   

【評 価 差 額 金】  【自 己 株 式】 
【自  己  株  式  払  込  金】  【自  己  株  式  申  込  証  拠  金】 
【自己株式申込証拠金】  ［評  価  ・  換  算  差  額  等］  
【自 己 株 式】  他有価証券評価差額金  
資  本  の  部  計   繰越ヘッジ損益 
負 債 及 資 本 の 部 計  ［新 株 予 約 権］  
  純 資 産 の 部 計   
  負  債  及  び  純  資  産  の  部  計  

■システムでは決算書のフォームを変更します。 

 

(2).損益計算書の変更 

前期繰越利益から下の記載は新規に追加される「株主資本等変動計算書」へ記載することになり

ます。また、「営業損益の部」と「営業外損益の部」がなくなりました。 

従来の様式  新様式  
税引前当期純利益  税引前当期純利益 
法人税等  法人税等 
法人税等調整額  法人税等調整額 
当期純利益   当期純利益  
前期繰越利益   
過年度税効果調整額等    
自己株式処分差益   
自己株式消却額等   
利益準備金取崩額等   
積立金目的取崩額   
中間配当金    
利益準備金積立額   
当期未処分利益   

■システムでは決算書のフォームを変更します。 

 
(3).株主資本等変動計算書 

従来の利益処分計算書が廃止され、「株主資本等変動計算書」が新設されました。この計算

書は、期中の純資産の部の変動を表す独立した計算書の位置づけになります。  

■システムでは株主資本等変動計算書（横型）に対応します。 

 

株主資本等変動計算書へ記載  
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(4).注記表 

従来、貸借対照表や損益計算書に記載していた注記を別途「注記表」として文書で添付するよう

になりました。また、注記の内容も大幅に変更されています。 
ただし、従来どおり脚注方式で記載することも可能です。 

■システムでは「注記表」に対応します。ただし、従来どおり貸借対照表や損益計算書に続けて

脚注に注記を記載することも可能です。  
●決算公示の義務  
有限会社と株式会社が一本化されることに伴い、特例有限会社を除くすべての株式会社（株式譲渡

制限会社も含む）で決算公示が義務付けられます。 

■システムでの変更はありません。  
●剰余金の株式配当  
従来、剰余金の配当回数は、通常の配当と中間配当の年2回に限られていましたが、株主総会や取

締役会の決議により、剰余金の配当をいつでも決定できるようになります。 

■システムでの変更はありません。 

３．会社法適用時期 

平成18年5月1日以降終了する事業年度から適用されます。 

■システムでは財務共通処理プログラムに「会社法への変換」メニューを追加します。 

以下の条件を満たす場合に、既存のデータを会社法に対応したデータに変換する「会社法への変

換」を実行することができます。 

・期末年月日が「平成18年5月１日」以降であること 

・「会社法への変換」が済んでいないこと 

（注意）財務応援 Ai 企業会計では、科目を自由に追加できることから、お客様のデータごとに科

目体系が異なります、そのため、すべての会社法変換作業を「会社法への変換」処理によって

行なうことができません。「会社法への変換」を実行後、改正で必要となった科目の見直しや、

帳票の印刷順序の変更などは手作業となりますので予めご了承ください。（詳細は、バージョン

アップ商品に同梱される「バージョンアップのご案内」をご参照ください。） 

４．システム対応の概要 

●株主資本等変動計算書の追加  
決算報告書メニューに「株主資本等変動計算書」を追加します。 

            

＜1.変動事由残高設定＞画面 
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●注記表の追加  
決算報告書メニューに「注記表」を追加します。 
従来の「脚注」からのデータ取り込みや、ファイルへの保存・取り込みが可能です。 

            
●報告書（監査報告文等）  
決算報告書メニューに「報告書(監査報告文等)」を追加します。 

 

５．その他の変更内容 

●消費税試算表/合併消費税試算表に、消費税対象外金額を出力できるように対応 
「消費税情報設定」画面に「消費税対象外科目の対象外金額：集計する/しない」の項目を追加します。 

従来は、消費税区分が「対象外」に設定されている勘定科目を、伝票では課税分/対象外の両方で使った場

合、消費税試算表/合併消費税試算表には課税分しか表示されませんでした。 

「消費税対象外科目の対象外金額：集計する」に設定することで、対象外の金額も出力できるようになりま

す。 

 

●過年度帳表電子保存システムへの対応 
すべての帳表プレビュー表示、グラフ表示画面で「過年度帳表電子保存システム」に連動できるように対応

します。「過年度帳表電子保存システム」がセットアップされている場合、次のようにメニューが追加され

ます。 
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６．連動可能なオプション製品のバージョン 
財務応援 Ai 企業会計 Ver2.00と連動可能なオプション製品は次のとおりです。 
・財務応援 Ai 支払管理 Ver.1.20   
・財務応援 Ai 入金管理 Ver.1.20  
・財務応援 Ai 手形管理 Ver.1.20 

・財務応援 Ai Ex-リンク Ver.1.00  

 

 

 

 

 

７．動作環境 

システムの動作環境は以下のとおりです。 
3 ユーザー版以上のネットワーク版 

使用環境 
スタンドアロン 

2 ユーザー版、ブランチ クライアント サーバ (*5) 

ＯＳ Windows®XP/Windows®2000Professional(*1)
Windows®2000Server 

Windows Server™ 2003
メモリ 128MB 以上 256MB 以上 

ＣＰＵ お使いのＯＳが推奨する環境以上 

データベース 

(*2) 

MSDE 

容量制限 ２GB 
SQL-Server2000 SP3 

ＨＤＤ (*3) 空き容量 500MB 以上 空き容量 500MB 以上 空き容量 1GB 以上 

ディスプレイ 
解像度:1024×768ドット(小さいフォント)以上 ※WindowsXPの場合は標準フォント 

表示色:high Color(16Bit)以上 

ブラウザ (*4) Microsoft® Internet Explorer 5.0 以上 
バックアップ装置 DAT ドライブを推奨 (*6) 

プリンタ 
上記の対応 OS で使用可能な A3 対応レーザープリンタ 

（ポストスクリプト対応プリンタは除きます。） 

(*1)：サーバが Windows®2000Server の場合のみ、クライアントで Windows®98も使用可能です。 

ただし、Windows®98は Microsoft のサポートが終了しているため、OS に起因する不正動作等の

うちアプリケーションで回避できない問題については、サポートできません。 

(*2)：Microsoft SQL Server（または MSDE）はバンドル版です。バンドル版は財務応援 Ai 以外で使用

することができません。 

(*3)：管理ファイル(登録データ)の容量は除きます。 

(*4)：対象ブラウザがセットアップされていないと、財務応援 Ai をインストールすることができません。 

(*5)：サーバの基本ソフトが Windows Server 2003 Standard Edition の場合は、サーバにおける操作

を、財務共通処理の＜データベース管理＞および＜ライセンス設定＞に限定させていただきます。 

Windows 2000 Server の場合は、SP3以上になっている必要があります。 

(*6)：バックアップに充分な容量であれば、基本ソフトで使用可能なその他の装置でも構いません。ただし、

トラブル解析等でデータを預からせていただく場合には、DAT を対象にさせて頂きます。 

８．プロダクトIDについて 1ユーザー版およびブランチ版のみ 

プログラムのセットアップ(インストール)時にプロダクトＩＤを入力していただきます。プロダクトＩＤ

は製品固有の 24 桁の数字で、同一のプロダクトＩＤは存在しません。1 つの製品を複数のコンピュー

タにセットアップされた場合、2 台目以降では、別のプロダクトＩＤを入力されるまでプログラムの起

動ができなくなります。２台以上のコンピュータにプログラムをセットアップする場合は、使用するコ

ンピュータ分のプログラムが必要です。 

プロダクト ID が記載されたラベルは、CD-ROMのケースに貼られます。詳細は改版商品に同梱のご案内(手

順書)をご参照ください。 

 

 

 
 

【著作権･使用許諾契約について】 
プログラムを使用するには、著作権法及び使用権許諾契約により、１台のコンピュータにつき１ライセンス
の使用許諾が必要です。 

「Ex－リンク」をご利用のお客様は、財務応援 Ai 企業会計 Ver2.00 の CD-ROM に収録さ

れる更新用プログラムを実行して「Ex-リンク」のアップデートを行ってください。 

（アップデートを行っても「Ex-リンク」のバージョン表記は変わりません）それ以外のオ

プションソフト「支払・入金・手形管理」にバージョンアップはありません。 


